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資料５



見附市における基幹相談支援センターを核とした相談支援体制の三層構造

参考：厚生労働省作成資料一部改変、令和元年５月新潟県自立支援協議会 相談支援体制ビジョン2022

・計画相談対応
・地域移行・地域定着支援の実施
・サービス利用支援・継続サービス利用支援 など

・各種サービス利用の援助
（サービスの必要性の見極め・情報提供・相談等）
・社会生活力を高めるための支援
・権利擁護のために必要な援助（後見人制度活用の手続き支援など）
・サービスにつながりにくいケースの対応
・困難ケース対応
・指定特定相談事業所のフォロー など

・協議会運営サポート
・困難ケースなど、相談支援事業所の伴走支援
・相談支援専門員の人材育成 など

基幹相談支援センターの役割

市委託相談支援事業所の役割

指定特定・障害児・一般相談支援事業所の役割

一層

二層

三層 基幹相談支援セ
ンターは相談支
援の中核的な役
割を担う。

・地域のスムー
ズな相談支援体
制の構築（人材
育成を含む）

・地域づくり

を全体的に進め
ていく。



基幹相談支援センターの役割機能について（案）

項 目 内容の詳細 ポイント

①総合相談・専門相談
障がいの種別や各種ニーズに対応する
総合的・専門的な相談支援

・ケース対応の主担当は関わっている相談支援専門員
・相談支援事業所が抱えるケースの相談に対応し、市民か
らの直接相談は基本対応しない
・計画作成も基幹では行わない

②相談支援体制の強化
への取組

・相談支援事業所への指導、助言
・相談支援専門員の人材育成（連絡会
議・研修会・勉強会の開催など）
・相談機関との連携強化の取組

・月1回の連絡会議の中で、日ごろの相談支援に活かしてい
けるような研修、ケース検討などを行い、相談支援の力を
高める
・ケース検討などを通して、他機関との連携強化を図る
（例えば介護保険サービスへの移行など）

③見附市自立支援協議
会

・協議会の運営サポート
・各部会の運営

・委託相談支援事業所とともに事務局として位置づけ、発
案・企画・運営に参画する

④地域移行・地域定着
支援

・精神障がい者にも対応した地域包括
ケアシステム構築に向けた取り組み

・精神障がい者支援における課題の整理、共有
・理解促進のための普及啓発
・地域定着支援のためのケース検討会 等を行う

⑤権利擁護・虐待防止

・通報受理から対応まで虐待防止セン
ター機能を持つ
・成年後見制度利用支援事業へのつな
ぎ

・成年後見制度や虐待防止のための普及啓発活動も行う。
・虐待の対応、成年後見制度の相談・対応は成年後見の中
核機関や、相談支援事業所と連携していく。
・成年後見制度利用支援事業（市長申立・費用助成）は健
康福祉課で行う。


